
利用のご案内

福岡市 こども未来局 事業調整課
092-711-4340
jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp

オンラインで認定申請！
（紙での申請も可能です）

園に直接申し込み！
※事前に園見学を実施し
ている場合があります。

STEP

01

STEP

02

STEP

04

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて
「認定」申請（アカウント登録）

福岡市ホームページにて利用したい事業所を検索

直接、利用したい事業所へ申込み
※利用申込書は福岡市ホームページでダウンロードできます。

● 利用開始までの流れ

● お問い合わせ先

● 「福岡市型」こども誰でも通園制度とは？

認定をうけた0歳6ヶ月～２歳児 が対象

● 保育所等※に通っていない

月40時間までの範囲 で保育所等を定期的に利用できます。

● 週１回、固定の曜日で定期利用！

１時間３００円で利用可能です。

● お子さま１人あたり

※他に給食費、雑費が必要になる場合があります。

年度途中に３歳になった場合は、年度末まで利用できます。

※システムの操作方法等は２ページ目をご参照ください。

● すべてのこどもの育ちを応援！

保護者の就労の有無に関わらず 誰でも保育所等を利用できます。

● どんな人が制度を使える？
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初回面談登録後、定期利用の開始

福岡市
こども誰でも通園制度

※初回面談の日時は事業所と事前に調整してください。

※面談登録後、定期利用の日程が事前に事業所と打ち合わせた利用日で登録されます。

※保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設。
※認可外保育施設、幼稚園のプレ通園を利用されている場合は利用可能です。



１

右記の二次元コードからサイト（総合支援システム）にアクセスし、
【お住いの地域】から【福岡県・福岡市】を選択
システム内で認定申請を行います。 こども誰でも通園制度

総合支援システム

２

３

パスワードのリセットが完了すると、その画面から
そのままログインすることができます。

右記の2次元コードからも
ログイン画面にアクセスできます。

５

認定申請（アカウント登録）

パスワード発行

ログイン

総合支援システムの利用方法

総合支援システムは、こども誰でも通園制度を利用するためのシステムです。
スマートフォンでもパソコンでも簡単に操作ができます。

利用登録

その後、園への直接お申込みをされたあと、
園と日程調整後に「初回面談登録」を行います。

「定期利用予約登録」についても案内が
出てきますが、定期利用登録は事業所で行います。

福岡市から利用の「認定証」が発行されると、
「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが
届きます。メール内に記載されているURLをクリッ
クし、パスワードのリセット申請をしてください。

その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」
という件名のメールが届きます。
メール内に記載しているURLをクリックし、
パスワードをリセットしてください。

ログイン後、「認定証」の確認を行ってください。

お子様の情報等を入力する必要がありますので、
ご入力いただき、変更があった場合は
修正等をお願いします。

４ 「認定証」の確認、お子様の情報登録

キャンセル連絡も
システムで行えます！

「@mail.dev.cfa-daretsu.go.jp」からの
メールが受信可能となるように設定をお願いします。

認定申請後、市で要件を確認し、
３日以内に、

メールを送信します。
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